
※
改
修
後
３
か
月
以
内
に
申
告
書
を

　
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。

　
平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
は
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
い
る
世
帯
主
に
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・

納
入
通
知
書
は
被
保
険
者
全
員
に
、

そ
れ
ぞ
れ
７
月
上
旬
か
ら
中
旬
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。

　●

国
民
健
康
保
険
税
…
被
保
険
者
の

　
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な

　
ど
に
よ
り
医
療
給
付
費
は
増
加
を

　
続
け
て
い
ま
す
。
平
成
19
年
度
の

　
見
直
し
以
来
６
年
間
、
加
入
者
へ

　
の
負
担
を
増
す
こ
と
な
く
、
万
一

　
に
備
え
て
蓄
え
て
い
た
基
金
を
財

　
源
不
足
に
充
て
、
運
営
し
て
き
ま

　
し
た
が
、
そ
の
基
金
も
底
を
つ
く

　
こ
と
か
ら
、
保
険
税
率
な
ど
（
表

　
１
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

　●

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
保
険

　
料
の
料
率
は
、
２
年
間
の
医
療
給

　
付
費
な
ど
を
推
計
し
、
２
年
ご
と

　
に
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
東
京

　
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

　
は
、
平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料

　
率
な
ど
（
表
２
）
を
決
定
し
ま
し

　
た
。
区
市
町
村
で
は
、
医
療
費
の

　
増
加
な
ど
に
伴
い
、
保
険
料
の
大

　
幅
な
上
昇
が
見
込
ま
れ
た
た
め
、

　
増
加
抑
制
策
と
し
て
本
来
保
険
料

　
で
賄
う
べ
き
費
用
の
一
部
を
負
担

　
す
る
措
置
を
継
続
し
ま
す
が
、
被

　
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
も
、
一
定
の

　
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

　
ま
し
た
。

▽
問
合
せ
　
　

　●

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
こ
と

　
…
保
険
年
金
課
保
険
税
係

　●

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
関
す

　
る
こ
と
…
保
険
年
金
課
後
期
高
齢

　
者
医
療
係

　
平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
耐
震

改
修
工
事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
家
屋
の
固
定
資
産

税
の
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

　●

耐
震
改
修
に
1
戸
当
た
り
50
万
円

　
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た
住
宅

※
減
額
対
象
床
面
積
…
１
戸
当
た
り

　
１
２
０
平
方
　
相
当
分
ま
で

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定

の
省
エ
ネ
（
熱
損
失
防
止
）
改
修
工

事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
１
２
０
平
方
　
ま
で
を
限

度
に
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
３
分
の

１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除

　
く
）
で
、
次
の
改
修
工
事
に
50
万

　
円
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た
住
宅

　●

窓
の
断
熱
改
修
工
事
（
必
須
）

　●

床
、
天
井
か
壁
の
断
熱
改
修
工
事

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
期
間
は
適
用
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
省
エ
ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回

　
限
り
で
す
。

　
平
成
25
年
度
の
市
政
情
報
の
公
開

請
求
（
申
し
出
）
、
個
人
情
報
の
開

示
請
求
な
ど
の
状
況
は
、
別
表
１
か

ら
別
表
３
ま
で
の
と
お
り
で
す
。

　
情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
保
有
す

る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
市
民
の
権

利
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
透
明
で

開
か
れ
た
市
政
を
実
現
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

　
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
保

有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市

民
の
権
利
利
益
を
保
護
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
自
分
の
情
報
の
開
示
、
訂

正
な
ど
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る

制
度
で
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
法
規
係

　
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
（
居
住
安
全
）
改
修
工
事

を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
１
０
０
平
方
　
分
ま
で
を
限

度
に
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
３
分
の

１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
廊
下

　
の
拡
幅
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、
 

　
階
段
の
勾
配
の
緩
和
、
床
の
段
差

　
の
解
消
、
浴
室
の
改
良
、
引
き
戸

　
の
取
り
替
え
、
便
所
の
改
良
、
床

　
表
面
の
滑
り
止
め
化
）
で
、
補
助

　
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

　
万
円
を
超
え
る
費
用
を
要
し
た
住

　
宅

　●

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

　
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除

　
く
）

　●

併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

　
が
２
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

　●

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
す
る

　
既
存
の
住
宅

＊
65
歳
以
上
の
方
（
工
事
が
完
了
し

　
た
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
）

＊
要
介
護
認
定
か
要
支
援
認
定
を
受

　
け
て
い
る
方
　

＊
障
が
い
の
あ
る
方

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

　
を
受
け
て
い
る
場
合
は
適
応
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
の
適
用

　
は
１
回
限
り
で
す
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

　
特
別
支
援
学
校
（
都
立
）
と
市
内

の
特
別
支
援
学
級
（
固
定
、
通
級
）

の
概
要
と
就
学
相
談
等
の
進
め
方
・

手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

ま
た
、
説
明
会
終
了
後
に
は
個
別
の

相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

▽
日
時
　
７
月
９
日

（水）
　
午
前
10
時

　
〜
正
午

▽
場
所
　
市
役
所
別
館
３
階
第
一
会

　
議
室

▽
対
象
　
就
学
相
談
を
希
望
す
る
児

　
童
・
生
徒
の
保
護
者

▽
問
合
せ
　
指
導
室
指
導
係

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・

　
　
　
　
　
　
　
　
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

改
修
を
し
た
住
宅
の

　
固
定
資
産
税
を

　
　
　
　
減
額
し
ま
す

情
報
公
開
制
度
・

　
　
　
　
個
人
情
報
保
護
制
度
の
利
用
状
況

特
別
支
援
学
校
と

特
別
支
援
学
級
説
明
会

　
　
　
　
の
お
知
ら
せ

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅

省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を

　
　
　
　
　
　
　
し
た
住
宅

表１　国民健康保険税率など

資産割額

均等割額

平等割額

課税限度額

7.5％

１人当たり20,000円

１世帯当たり10,800円

51万円

１人当たり9,000円

16万円

１人当たり12,000円

14万円

所得割額

医療分

均等割額 所得割額 年間保険料額

支援分 介護分

賦課の基となる
所得金額×4.63％

賦課の基となる
所得金額×1.62％

賦課の基となる
所得金額×1.53％

１人当たり
　　　　　42,200円

賦課の基となる
　　所得金額×8.98％

限度額57万円

表２　後期高齢者医療保険料率など

件数

1�

7�

1�

1�

6�

1�

2�

1�

7�

3�

1�

2�

5�

2�

40

取下げ

0

0

0

非公開

2

2

4

一部公開

10

12

22

公開

4

10

14

区　分

義務的公開

任意的公開

実施機関 主　管　課

市　　長

職 員 課

高齢者支援課

子育て支援課

健 康 課

合　　　計

件数 開示 一部開示 非開示 取下げ

1�

2�

2�

1�

6

1�

0�

2�

0�

3

0�

2�

0�

1�

3

0�

0�

0�

0�

0

0�

0�

0�

0�

0

合　計

主 管 課

総 務 課

契 約 管 財 課

地 域 防 災 課

市 民 課

課 税 課

生 活 環 境 課

生 活 福 祉 課

都 市 計 画 課

建 設 課

施 設 営 繕 課

選挙管理委員会事務局

教 育 総 務 課

生涯学習スポーツ課

図 書 館

合　　　　計

実施機関

市　　長

教育委員会

選挙管理委員会

別表２　市政情報の公開・非公開などの処理状況

別表３　実施機関別の個人情報開示請求件数と開示・
　　　　非開示などの処理状況

※任意的公開…市政情報の公開を請求できるもの以外からの申し出に
　対する公開と条例施行日前に作成・取得した市政情報の公開

（単位：件）

（単位：件）

※賦課の基となる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期
　（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です（ただ
　し、雑損失の繰越控除額は控除しません）。　
※資産割額は、固定資産税額のうち土地と家屋に係る部分の税額に税率を乗じま
　す。
※介護分は、40歳から64歳までの方が対象です。

※賦課の基となる所得金額とは、表１国民健康保険税率などの※印と同様です。
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